
令和３年９月９日 

保護者のみなさまへ 

茨木市立穂積小学校 

校長  越智 聡  

9月 13日以降の対応について 

 

 平素は、本校の教育活動にご理解、ご協力を賜りありがとうございます。 

 昨日のはなまるメールでお伝えしたように、緊急事態宣言の動向により、9/13 以降の対応が下記

の通りとなります。 

 下記の内容を確認いただき、ご対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

Ａ：緊急事態宣言が解除になった（まん延防止措置への移行も含む）場合 

 通常授業を実施します。従来通り登校させてください。 

 

 

Ｂ：緊急事態宣言が延長された場合 

 分散登校を継続します。オンラインミーティングは一旦中断します。 

（時程を変更して全学年６時間授業を実施しますが、下校時刻は 14:30から変わりません） 

 

（９月の登校日） 

Aグループ 13日(月)、15日(水)、17日(金)、22日(水)、27日(月)、29日(水) 

Bグループ 14日(火)、16日(木)、21日(火)、24日(金)、28日(火)、30日(木) 

※緊急事態宣言の解除等により、途中で通常登校となることもあります。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 


